
 

平成２１年第６回玖珠町議会定例会会議録(第２号) 

 

 

  平成２１年９月３日（木） 

 

 

１．議事日程第２号 

    平成２１年９月３日（木） 午前１０時開議 

  第 １ 日程変更について（議会運営委員長報告） 

第 ２ 議案質疑（議案第７７号から議案第９３号並びに報告第２号から報告第４号） 

  第 ３ 決算特別委員会の設置について 

第 ４ 上程議案の委員会付託（議案第７７号から議案第９３号） 

第 ５ 追加議案の上程（議案第９４号） 

第 ６ 町長の提案理由の説明 

第 ７ 質疑・討論・採決（議案第９４号） 

 

 

１．本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 日程変更について（議会運営委員長報告） 

  日程第 ２ 議案質疑（議案第７７号から議案第９３号並びに報告第２号から報告第４号） 

日程第 ３ 決算特別委員会の設置について 

  日程第 ４ 上程議案の委員会付託（議案第７７号から議案第９３号） 

  日程第 ５ 追加議案の上程（議案第９４号） 

  日程第 ６ 町長の提案理由の説明 

  日程第 ７ 質疑・討論・採決（議案第９４号） 

 

 

  出席議員（１６名） 

         １ 番  佐 藤 左 俊      ２ 番  尾 方 嗣 男 

         ３ 番  菅 原   一      ４ 番  柳井田 英 徳 

         ５ 番  工 藤 重 信      ６ 番  河 野 博 文 

         ７ 番  高 田 修 治      ８ 番  宿 利 俊 行 

         ９ 番  松 本 義 臣      １０番  清 藤 一 憲 
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         １１番  江 藤 徳 美      １２番  秦   時 雄 

         １３番  日 隈 久美男      １４番  後 藤   勲 

         １５番  片 山 博 雅      １６番  藤 本 勝 美 

  欠席議員（な し）  

 

 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

         事 務 局 長  小 川 敬 文     議 事 係 長  穴 井 陸 明 

 

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

町   長 後 藤 威 彦  副  町  長 太 田 尚 人 

教  育  長 本 田 昌 巳  総 務 課 長 松 山 照 夫 

財 政 課 長 帆 足 博 充  地域力創造課長 河 島 広太郎 

税 務 課 長 帆 足 一 大  福祉保健課長 日 隈 桂 子 

住 民 課 長 横 山 弘 康 
 建 設 課長兼 

公園整備室長 
梶 原 政 純 

農林業振興課長兼 

農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

宿 利 博 実 
 商工観光振興 

室    長 
湯 浅 詩 朗 

水 道 課 長 村 口 和 好 
 会計管理者兼 

会 計 課 長 
麻 生 太 一 

人権同和啓発 

センター所長 
飯 田 豊 実  学校教育課長 穴 本 芳 雄 

社会教育課長兼 

中央公民館長 
大 蔵 順 一  学校教育課参事兼 

学校給食センター所長 
野 田 教 世 

わらべの館館長 中 川 英 則  行 政 係 長 山 本 恵一郎 

 

 

               午前１０時００分開議 

〇議 長（藤本勝美君） おはようございます。 

  開会に先立ちまして傍聴される皆さんにお願いします。会議中は静粛に願います。 

なお、会議中の言論に対し、拍手や可否表明言動は固く禁じられております。 

また、会議の傍聴規則第７条並びに第９条の規定により、写真撮影やカセットテープの使用、携帯

電話の持ち込みは禁止されていますので、ご協力願います。 

  ただ今の出席議員は１６名でございます。 
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  会議の定足数に達しております。直ちに本会議を再開し本日の会議を開きます。 

 

    日程第１ 日程変更について（議会運営委員長報告） 

 

〇議 長（藤本勝美君） 日程第１、日程の変更について、議会運営委員会委員長に委員会協議の結果

について報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長清藤一憲君。 

〇議会運営委員長（清藤一憲君） 皆さんおはようございます。 

  ９月２日、町長より追加議案の申し出がありましたので、本日９時３０分より議会運営委員会を開催

いたしましたので、その協議結果について報告します。 

  議案第９４号、工事請負契約の締結について、執行部より説明をいただき、議案の取り扱いにつきま

して慎重に協議を行いました。その結果、追加議案第９４号は喫緊を要する案件であり、委員会付託を

省略し、本日の日程の中で上程、質疑、討論、採決までお願いしたいと思います。どうぞよろしくご

審議のほどお願い申し上げまして、議会運営委員会の協議結果の報告を終わります。 

〇議 長（藤本勝美君） ただ今、議会運営委員長より委員会協議の結果について報告がありましたが、

これに異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の日程は、あらかじめお手元に配付されています変更日程表のとおり行うことに決し

ました。 

  本日は、議案質疑となっております。質疑に入る前に、平成２０年度玖珠町一般会計並びに各特別会

計及び水道事業会計の決算監査について、監査委員に監査結果の報告を求めます。 

  代表監査委員中山キミ子君。 

〇代表監査委員（中山キミ子君） おはようございます。監査委員の中山でございます。 

  平成２０年度玖珠町各会計決算及び水道事業会計決算の審査を片山監査委員さんと実施しましたので、

その結果について報告いたします。 

  最初に、一般会計及び特別会計より報告いたします。 

  平成２０年度玖珠町歳入歳出決算、基金運用状況を示す書類および財政健全化の審査意見書１ページ

をお開きください。 

   審査について 

  第１ 審査の対象 

  １．平成２０年度玖珠町一般会計歳入歳出決算 

  ２．平成２０年度玖珠町特別会計歳入歳出決算 

  （１）国民健康保険事業 
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  （２）介護保険事業 

  （３）簡易水道 

  （４）住宅新築資金等貸付事業 

  （５）老人保健 

  （６）後期高齢者医療事業 

  ３．平成２０年度各会計歳入歳出事項別明細書 

  ４．平成２０年度各会計実質収支に関する調書 

  ５．平成２０年度財産に関する調書 

  ６．平成２０年度基金の運用状況に関する調書 

  ７．平成２０年度財政健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類 

  ８．平成２０年度経営健全化資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類 

  第２ 審査の期間 

  平成２１年７月３日～７月２７日まで 

  第３ 審査の時間 

   午前９時～午後５時まで 

  第４ 審査の場所 

   監査事務室及び現地 

  第５ 審査の方法 

   決算審査に当たっては、町長から送付された決算書及び事務報告等の関係書類により、地方自治

法及び町の条例等の法規に基づいて適正に執行されているか、各課毎に期日と時間を定めて関係課

長、参事、係長の出席を求めて収入と支出事業の説明を聞き、また、関係証拠書類の提出を求めて

審査を行いました。 

   歳入歳出で指摘事項等が発生した場合、その都度課長と話し合い改善等の指摘を行ってまいりま

した。 

   尚、審査にあたって、多忙な中に監査資料を提供いただいた方々に深く感謝を申し上げます。 

  第６ 決算書の調書並びに提出時期（地方自治法第２３３条第１項及び第２項） 

決算整理事務が迅速に行われ、会計管理者から町長に対する決算書の提出及び町長から監査委員に

対する決算書の送付については、法定の期限に提出されています。 

  第７ 審査の内容 

   この決算審査に当っては、玖珠町監査委員条例及び玖珠町監査委員規程、監査基準による他、次

の諸点に重点を置き審査しました。 

   １．歳入歳出決算書類は原簿と符合しているか。 

   ２．決算書その他の付属書類等の計数は正確であるか。 

   ３．調定額、収入済額等は歳入簿と符合しているか。 
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   ４．支出済額及び予算額は歳出簿と符合しているか。 

   ５．支出済額は証拠書類と符合しているか。 

  以下、９項目にわたり審査いたしました。 

  次に、３ページに移ります。 

   審査の結果 

  平成２０年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算額は第１表のとおりで、審査にあたっては、監査基

準並びに重点審査１．から１４．に至る事項について詳細に審査しましたが、違法な点は見受けられず、

かつ関係帳簿証拠書類と合致しており、決算計数は正確であることを確認しました。 

  また、予算の執行収入支出事務の処理については、適正に処理運用されており、それぞれ適法かつ

適正であることを認めました。 

  第１表に示してあります決算額でありますが、一般会計で収入済額８２億３，１７０万７，８２７円、支

出済額７６億７，３７４万８，７８１円、特別会計の計で収入済額４３億１，４７５万８，２６４円、支出済額４２

億５，２７４万２，５４８円、総額で、収入済額１２５億４，６４６万６，０９１円、支出済額１１９億２，６４９万１，３２９

円。この決算額を昨年度と比較すると、一般会計では歳入決算額で２億４，７８０万７，０００円の減少で、

歳出決算額も３億９，１０３万円減少しています。 

  次に、４ページに移ります。 

  決算の概況について説明をいたします。 

  一般会計では、先ほど述べましたとおり、歳入決算額の状況７ページ第２表のとおりで、総額が８２

億３，１７０万８，０００円であります。 

  その主なものは、地方交付税２９億２，５０７万円、町税１６億１，７５７万２，０００円、国庫支出金１１億１，２０５

万５，０００円、県支出金６億５，１９５万６，０００円などとなっています。 

  主な歳入について項目別にみますと、次のとおりです。 

  ①町税について 

  町税のうち町民税は収入済額６億４，８７８万４，０００円と前年対比で２０３万１，０００円の増額となって

います。固定資産税は８億８２４万３，０００円で、前年より１，８５３万２，０００円の減、たばこ税は１億１，６６１

万７，０００円と前年対比で２６９万７，０００円の減額となっています。 

  このような中にあって、未収金額は３億５，７１０万２，０００円（徴収率８１．９２％）で、前年度より４８８

万４，０００円の増であります。徴収率については０．３７％の減となっており、大口滞納への対応につい

て協議検討し、徴収体制の強化など、尚一層の努力と取り組み方を望みます。 

  以下、ご一読ください。 

  特に、６ページ、⑬その他で述べていますが、町有休地の有効利活用や売買等を含め財産収入の模

索を念頭に置き検討されることを望みます。 

  ７ページには、歳入歳出決算額の状況、８ページには最近３ヶ年の自主財源及び依存財源、９ペー

ジには平成２０年度自主・依存財源、下段には地方交付税３ヶ年比較表、１０ページには町債発行額年
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度別比較表、１１ページには経常一般財源、１２、１３ページには平成２０年度決算調書とそれぞれ示して

あります。 

  次に、１４ページ歳出に入ります。 

  冒頭に述べましたように、歳出合計は７６億７，３７４万９，０００円であります。構成比順では、民生

費１６億５，６８２万２，０００円で、主なものは重度心身障害者医療費３，０１２万円、障害福祉サービス介

護等給付費１億６，１６５万９，０００円、児童手当給付費１億３９３万２，０００円、児童措置費３億６，５２９万

４，０００円、介護保険繰出金２億３，２９９万６，０００円、後期高齢者医療費２億４，０４４万９，０００円など

となっています。 

  次に、総務費１６億４，９９０万８，０００円の主なものは、ふるさと融資事業５，５００万円、過疎バス路線

対策事業費２，５９９万７，０００円、地籍調査事業費５，３６５万３，０００円、高速玖珠ＩＣ前ふれあい広場整

備事業１億６，５８７万１，０００円、定額給付金給付事業２億５０２万円などとなっています。 

  次に、教育費８億７，８７０万２，０００円の主なものは、北山田小学校舎新増改築工事１，６６８万１，０００

円、特防事業（北山田小屋体耐震補強）１，７２７万６，０００円、特防事業（春日小屋体耐震補強）１，１５８

万８，０００円、特防（森中浄化槽改修工事）２，３８０万４，０００円、わらべの館空調設備工事２，４０６万４，０００

円、国体実行委員会補助金２，９８９万４，０００円などとなっています。 

次に、土木費７億８，８１７万１，０００円の主なものは、総合運動公園建設事業４億２，７７２万３，０００円、

緊急地方道整備臨時交付金事業１億３８７万９，０００円、県営工事負担金１，０１５万２，０００円、特定防衛

施設周辺整備事業６，００２万８，０００円、日出生台演習場周辺障害防止対策事業４，１３９万７，０００円など

となっています。 

  公債費７億６，４７１万２，０００円で、農林水産業債、土木債、教育債、総務債などの償還金でありま

す。 

  次に、衛生費６億５，００８万１，０００円の主なものは、乳児医療費２，６１８万６，０００円、簡易水道会計

繰出金２，４４０万円、塵芥収集業務委託３，９９０万円、合併浄化槽設置整備補助金２，８４８万２，０００円、

し尿・ごみ処理広域負担金３億９，０２７万３，０００円などとなっています。 

  次に、農林水産業費６億５６８万円の主なものは、中山間地域等直接支払事業１億６，６４３万９，０００

円、園芸振興総合対策事業２，１５５万５，０００円、広域農道・農免農道負担金１，９８１万１，０００円、古後

地区経営体育成基盤整備事業１，９３０万１，０００円、中山間地域総合整備事業３，３７３万円、特防事業

（元畑本村農道整備）３，０００万５，０００円などとなっています。 

  次に、消防費２億８，１８９万１，０００円の主なものは、常備消防負担金２億２，１８５万円、消防施設整

備事業６４０万１，０００円などとなっています。 

  次に、諸支出金１億８，４１６万１，０００円の主なものは、基金積立で減債基金に５，５４０万９，０００円、

総合運動公園建設基金に５，３４８万７，０００円、地域活性化・生活対策基金に５，９９１万円などとなって

います。 

  次に、議会費は１億２５４万円となっています。 
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  次に、商工費８，２３１万円の主なものは、地域活性化・生活対策臨時交付金事業１，０００万円、三島

公園機関車屋根設置工事等６９２万８，０００円などとなっています。 

  次に、災害復旧費２，７０１万３，０００円の主なものは、農林水産災害復旧費９０５万４，０００円、土木施

設災害復旧費１，７９５万９，０００円などとなっています。 

  １７ページに目的別歳出決算額の状況で、１款から１４款まで示してあります。 

  次に、１８ページには経常経費充当一般財源の状況、また、経常収支比率の推移を表しています。 

  ２０年度の経常収支比率は８７．２％となっており、１９年度より１．１ポイント下がっています。さらに

経常経費の抑制に留意願います。 

  １９ページには、性質別歳出の状況、２０ページには性質別歳出の図表を示しています。 

  次に、２１ページ、特別会計に入ります。 

  （１）国民健康保険事業 

  歳入歳出の決算の状況は、２２、２３ページに示してあります。 

  歳入総額は２１億６，７０７万１，０００円で、保険税４億９，８２３万７，０００円、国庫支出金６億１，２６６

万７，０００円、療養給付費交付金８，２１３万９，０００円、前期高齢者交付金４億４，０１１万１，０００円、県支

出金９，３９２万３，０００円、共同事業交付金２億５，７８０万２，０００円、財産収入３６万９，０００円、繰入金

１億７，５０８万１，０００円、繰越金２３４万５，０００円、その他４３９万７，０００円となっています。 

  また、歳出総額は２１億６，１０４万２，０００円で、内訳は、総務費１，２９６万３，０００円、保険給付費１４

億１，４７６万７，０００円、後期高齢者支援金等２億３，９４２万７，０００円、前期高齢者納付金等３２万２，０００

円、老人保健拠出金５，４２６万２，０００円、介護保険納付金１億９２３万円、共同事業拠出金２億８，７０１

万４，０００円、保健事業費２，１１７万円、基金積立金３６万９，０００円、諸支出金２，１５１万８，０００円となっ

ています。 

  国民健康保険をめぐる諸情勢は、長引く地域経済の低迷の影響で農林業や小売業など自営の被保険

者の所得の減少や、格差社会の進展によって低所得者層や無収入層の加入が増大する中で、玖珠町国

民健康保険においても財政運営に困難を極めており、医療費の抑制や保険税収入の確保等、事業運営

の健全化に向けた努力が望まれます。 

今後とも医療費の抑制に向けた地域の健康づくり活動の推進や、特定健診や節目健診等による成人

病等疾病の早期発見や生活習慣病予備群への保健指導の徹底、レセプト点検の充実等による医療費の

適正化などの保健事業をより充実するとともに、あわせて保険税の収納率向上対策に最大の努力をお

願いします。 

  ２４から２７ページには、それぞれの実質収支の推移、被保険者１人当たり・１世帯当たりの保険税

負担額の推移、目的別収支の状況、国民健康保険税決算調書が示してあります。滞納繰越額は昨年よ

り８９３万８，０００円増加しています。 

  次に、２８ページ（２）介護保険事業に入ります。 

  介護保険関係の歳入総額は１６億７，３２３万６，６３６円で、歳出総額は１６億２，４４８万７，１７１円であり
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ます。 

  次に、２９ページ、介護サービス事業勘定関係であります。 

  介護サービス事業勘定関係の歳入総額は１，５０３万６，２９５円で、歳出総額は７８６万８，６００円で、歳

入歳出差引残額の７１６万７，６９５円は介護サービス事業勘定の中で次年度繰越となります。 

  ３０ページから３３ページには、歳入歳出決算状況、基本負担割合、介護保険料決算調書が示されて

おります。 

  今後は、保健福祉事業の積極的な推進により、介護者の支援や介護予防への取り組みを強化する必

要があります。また、給付費の抑制や利用者がよりよいサービスを受けるために、介護給付及び認定

適正化の事業に積極的に取り組むことが望まれます。このため、保健・福祉・医療の関係機関と十分

な連携を図りながら円滑な介護保険の運営ができるように、一層の努力をお願いします。 

  次に、３４ページ、（３）簡易水道に入ります。 

  収入済額４，５０７万１，０００円で、昨年と比較して５，６１３万２，０００円の減額となっています。 

主な内訳は、有収水量の減等により水道使用料は８１万円の減額、一般会計からの繰入金が６９６万

６，０００円の増額、分担金が４５万６，０００円の減額、補償金免除繰上償還に係る町債の皆減であります。 

  支出済額は４，５００万６，０００円で昨年と比較して５，５８８万８，０００円の減額となっています。これは

補償金免除繰上償還に係る公債費の皆減が主な内訳です。 

  ３５ページには支出概要、３６ページには使用料及び徴収状況を示してあります。 

  次に、３７ページ、（４）住宅新築資金等貸付事業に入ります。 

  これは償還金の収納会計事業であります。 

  収入済額は４６万８，０００円、収入未済額は３億３０２万４，０００円です。未償還額回収には分割納入等

の措置もとられ、努力はうかがえます。引き続き対策を講じ、なお一層の努力を要望します。 

  次に、３８ページ、（５）老人保健に入ります。 

  老人医療制度は平成２０年４月１日診療分から後期高齢者医療制度に引き継がれました。平成２０年

度老人保健特別会計での取り扱いは、平成２０年３月診療の１ヶ月分のみです。 

  歳入歳出総額は２億３，３５１万円です。歳入の主なものは、支払基金交付金１億１，２９１万９，０００円、

国庫支出金９，５９８万円、県支出金２，３０７万６，０００円、諸収入１５３万５，０００円となっています。本

会計の収入は、支払基金からの交付金と公費（国・県・町）でまかなわれております。 

  歳出の主なものは、医療諸費２億１，１９６万５，０００円、繰出金２，１５４万５，０００円となっています。

尚、老人保健特別会計は清算事務のため、平成２２年度まで存続されます。 

  ３９ページには歳入歳出決算状況を示してあります。 

  次に、４０ページ（６）後期高齢者医療事業に入ります。 

  後期高齢者医療保険事業は、保険者である大分県後期高齢者医療広域連合が療養の給付等を行い、

市町村は各種給付申請等の受付と保険料の徴収を行っています。 

  歳入総額は１億８，０３６万４，０００円で、その主な内訳は、後期高齢者医療保険料１億２，４１６万９，０００
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円、繰入金５，６０３万２，０００円、その他１６万３，０００円となっています。また、歳出総額は１億８，０３６

万１，０００円で、その内訳は後期高齢者医療広域連合納付金１億７，８８１万６，０００円、総務費１５４万３，０００

円、諸支出金２，０００円となっています。 

  ４０ページから４１ページには、歳入歳出決算状況、被保険者各種申請受付者の状況、後期高齢者医

療保険料決算調書が示されています。 

  次に４２ページです。 

平成２０年度普通会計財政健全化審査意見書であります。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制定に伴い、審査結果の報告をいたします。 

  この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が適正に作成されているかどうかを主眼に実施しました。 

  審査の結果 

①実質赤字比率について、早期健全化基準の１５％を下回っており良好であります。 

②連結実質赤字比率について、基準の２０％を下回っており良好であります。 

③実質公債費比率について、基準の２５％を下回っており良好であります。 

④将来負担比率について、基準の３５０％を下回っており良好であります。 

以上、是正改善を要する指摘すべき事項はありません。 

次に４４ページです。 

平成２０年度玖珠町簡易水道特別会計経営健全化審査意見書であります。 

  この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施しました。 

  審査の結果 

①資金不足比率について 

平成２０年度の資金収支は黒字となっており、概ね良好と認められます。また是正改善を要する指摘

すべき事項はありません。 

４５ページ、４６ページに審査意見書が記述してありますので、読み上げます。 

審査意見書 

  財政運営について 

  １００年に１度といわれる経済危機の中、国は「当面は景気対策」、「中期的には財政再建」、「中長期

的には改革による経済成長」の３段階で、この危機を乗り越えようとしております。 

  地方自治体においては、住民生活を守る「生活対策」等、未来につながる事業に積極的に取り組む

ことが求められています。 

  これまで進めてきた行財政改革はもちろんのこと、国が進める施策の遂行と多様化する住民ニーズ

への対処など、より一層の努力が求められます。 

  ２０年度決算審査の中で、経常収支比率は８７．２％と前年よりも改善されましたが、いまだ厳しい状
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況には変わりなく、事務事業の見直しが必要とされています。 

  歳出の内訳は義務的経費４０．８％（前年比２．８％増）、投資的経費１７．８％（前年比６．２％減）、その

他の経費４１．４％（前年比３．４％増）となっております。 

  平成２０年度普通会計財政健全化審査の結果は、いずれの比率も早期健全化基準を下回っており良好

でありましたが、今後とも各施設や道路の維持管理費等を注視し、財政の健全性の確保に留意しなが

ら、住民ニーズの把握に努め、福祉の向上のため、職員一丸となって行財政改革に一層の努力をされ

るよう要望します。 

記 

  町税等の徴収について 

  平成１９年度から新たに玖珠町滞納対策検討会議による収納率向上に向けた取り組みを開始し、会議

の答申に基づき各課で滞納対策実施要綱を定め、「訴えの提起」を行うなどの具体的な対策が講じられ

ていることについて評価いたします。この取り組みの効果を随時精査・整理し、さらなる徴収体制の

強化につなげていただきたいと思います。 

町税は歳入の根幹をなすものであり、また、他の国民健康保険税、介護保険料、住宅新築資金、町

営住宅家賃等の収納とも合わせて、今後も滞納者との緊密な接触をはかり、負担の公正性及び財源の

確保のため収入未済額の解消に努力していただき、さらなる効果的な対策による滞納整理に努力され

ることを要望します。 

町有休地について 

町有休地の有効利活用について、売買等を含め検討されることを要望します。 

４７ページには２０年度末債務負担行為の状況、４８ページには基金の状況が示してあります。 

  地方自治法第２４１条第１項により、いずれも法令、条例に基づいて適正な管理がなされていること

を認めました。 

  最後、まとめは記述してありますので読み上げます。 

ま と め 

  平成２０度一般会計並びに各特別会計決算書及び、財産に関する調書、財産管理並びに各基金の運営

状況について審査いたしました。 

  この間、関係各位には懇切丁寧な説明をいただき、感謝しています。 

  審査の結果は前述しましたとおり、各会計の決算、基金とも計数に誤りはなく、非違な点も見受け

られず、よく整理されており、会計整理は正確であると認めました。 

  さらに財政も健全に運用されて、黒字決算をもって翌年度に引継ぎ得たことは、財政収支の均衡保

持に努力された結果であります。 

  一般会計において、歳入で２億４，７８０万７，０００円の減（前年度対比２．９％の減）になっています。 

  歳出では人件費、貸付金などが減少しましたが、扶助費、補助費等、繰出金など増加しました。普

通建設事業費は４億２，６９５万円の減（前年度対比２４．３％減）となり、投資的経費の比率が前年度対
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比２９．６％減になりましたが、これは大型事業が繰越事業となったためであります。 

  特別会計についても、厳しい財政状況のなかで、黒字決算を成し得たことは評価するところであり

ます。 

また、特に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の制定に伴う『健全化判断比率等』につ

ての審査結果は、平成２０年度において、いずれの項目も黒字等により良好でありました。 

この上とも、英知を結集し、財源の確保に努め、事務改善等により行政の簡素化、能率効果を高め、

経費の節減をはかり、健全財政の継続と確立に努力せられ、「すみよい町、住みたい町、住みたくなる

町」の童話の里づくりを推進されるよう切望し、審査意見書のまとめとします。 

  次に、平成２０年度玖珠町水道事業会計決算審査意見書に移ります。 

意見書の１ページから説明をいたします。 

  第１ 審査の対象  平成２０年度玖珠町水道事業会計収支決算 

  第２ 審査の期間  平成２１年７月２４日 

  第３ 審査の場所  監査事務室 

  第４ 審査の方法 

   決算審査に当たっては、町長から送付された決算書及び付属書類が、地方公営企業法及びその他

関係法規に基づいて作成され、事業の経営成績、財政状態を適正に表示しているか否かを検討する

ため、会計諸帳簿、証拠書類の照合等必要と認める審査手続きを実施したほか、事業の内容を把握

するため、計数の分析を行い、地方公営企業法第３条「経済性の発揮及び公共の福祉の増進」の主

旨に沿って運営されているかを主眼として検討し、審査を行いました。 

  第５ 審査の結果 

   審査に付された決算報告書及び財務諸表は関係法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、

会計諸帳簿と証拠書類との照合結果も符合しました。 

   よって、これら審査に付された書類は、平成２０年度の経営成績及び本年度末における財務状態を

適正に表示しているものと認めました。 

  以下、内容について説明をいたします。 

  １．予算の執行状況 

  地方公営企業法第２４条及び同施行令１７条に規定されている予算の執行状況の概要は予算の様式順

で説明します。 

  （１）業務の予定量及び実績について 

  １ページから２ページに示すとおりで、業務予定量に対し給水戸数３，６８０戸で１０戸の増、有収水

量９８万５，４１０㎥で、３万４，５９０㎥の減となり、一日平均給水量においても９５㎥の減となっています。 

  ２ページに表示してありますように、配水量の増に対し、有収水量の減。 

  表の下段、有収率については、前年度より２．４％下がっており、漏水が主な要因と思われます。今

後も漏水調査等により、有収率の向上についてなお一層の努力をお願いします。 
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  次に、平成２０年度水道事業決算額調については、意見書の３ページから６ページに表示してありま

す。 

  収益的収入について 

  水道事業収益の総額は１億６，２０５万１，０７０円です。その主な内訳では、営業収益１億５，７４５万

１，９７３円、営業収益の主な内訳は、給水収益１億４，８０２万３，５８０円と受託工事収益７３４万６，５２０円、

その他の営業収益２０８万１，８７３円となっています。 

  収益的支出について 

  水道事業費用の総額は、１億６，４１３万９，５４０円です。主な内訳では、営業費用１億３，４８３万８，０２２

円。営業費用の主な内訳は、原水及び浄水費２，４４７万３，０８８円、配水及び給水費が、２，０５６万５７８

円、受託工事費７３４万６，５２０円、総係費４，１４８万３，０９６円、減価償却費４，０６９万９，７３６円、資産減

耗費２７万５，００４円です。 

  営業外費用２，７４０万５１８円の内訳は、企業債利息１，８０２万８，３６８円、雑支出４１７万７，９５０円、消

費税５１９万４，２００円となっています。 

  また、特別損失は、１９０万２，０００円となっています。 

  収益的収支については、地方公営企業法施行令第１８条１項の規定に沿って適正な執行がなされてい

ます。 

  次に、６ページの資本的収入、支出ですが、資本的収入については、１，２６０万円で、その内訳は、

企業債１，２６０万円となっています。 

  資本的支出については、４，３２５万７，４８６円で、その内訳は、建設改良費１，５３７万２，２２２円と企業

債償還金２，７８８万５，２６４円です。 

  なお、支出に対し収入不足額は、過年度損益勘定留保資金等により補てんされています。 

  経営の概要及び経営分析について申し上げます。 

  平成２０年度総収益１億５，４３５万４，９２９円、総費用１億５，７１７万６，４１６円で、差引２８２万１，４８７

円の損失が生じています。 

  経営内容については、総収益は前年度と比較して９５１万４，０３４円の増となります。 

  営業収益の大部分を占める給水収益は、前年度との比較では３８１万４，３５７円の増となっており、対

前年度伸び率で２．８％増であります。 

  一方、費用については、３２１万５，６８７円の減となっており、対前年度比２％の減となっていま

す。 

  費用減額の主な要因は、２１、２２ページの別表（５）性質別費用比較表、また、経営分析については、

２３ページから２６ページを参照ください。 

  １１ページ、３の財政状況であります。 

平成２０年度水道事業会計決算における貸借対照表に基づき、水道事業の財源状況を前年度に比較し

その結果について２７、２８ページに示していますのでご一読ください。 
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１３ページ、４．平成２０年度水道事業会計経営健全化審査意見書についてですが、資金不足比率に

ついて、経営健全化基準の２０％と比較すると良好であります。 

  １４ページには、まとめが記述してありますので、読み上げます。 

ま と め 

  ２０年度決算の概要についてそれぞれの項目で意見等を述べましたが、決算で示された経営実績は対

前年比で事業収益が増となり、事業費用が減となっています。 

  事業収益の主なる水道料金の増収を計るには使用水量の増加によるもののみであり、配水管網整備

が完了し、区域内未普及地区への管網整備が進めば新規加入申込者の増加に伴い、水道料金の増収が

見込まれます。今後とも、未普及地区への新規加入に努力していただきたい。又、経費において減と

なり節減に努めてきたところがうかがえます。 

  独立採算制が原則の企業会計においては、水道料金を財源としており、これからも企業債借入金の

償還にともない、利息並びに償還額も年々増加し水道事業会計を圧迫することが予測され、さらなる

経費の節減が望まれるところです。 

  水道事業関係者は財政状況を的確に把握し経営努力に努めるとともに、公営企業の本旨である公共

の福祉の増進と住民サービスの向上に尽くすことを期待します。 

  また、水道使用料の未収金の回収については、平成２０年度中徴収額においては前年度より増額がみ

られますけれども、尚一層の未収金の回収に努力を続けることを望みます。 

  以上で終わります。 

〇議 長（藤本勝美君） これで、代表監査委員による監査結果の報告を終わります。 

  なお、中山監査委員は、所用のため退席の申し出がありますので、これを許します。 

  （代表監査委員 中山キミ子君退席） 

 

    日程第２ 議案質疑（議案第７７号から議案第９３号並びに報告第２号から報告第４号） 

 

〇議 長（藤本勝美君） 日程第２、これより議案質疑を行います。 

  議案集１ページです。 

  議案第７７号、玖珠町基金条例の一部改正について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第７７号の質疑を終わります。 

  次に、議案集２ページです。 

  議案第７８号、玖珠町税特別措置条例の一部改正について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 
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  １番佐藤左俊君。 

〇１ 番（佐藤左俊君） ３点ほどお尋ねをいたしたいと思います。 

  １つは、この税制の一部改正についてでありますが、農畜産物の関係の部分としてありますが、玖

珠町は林業の町でもあります。林業関係の部分が、記述がないという部分についてですね、まず１点

お伺いをしたい。 

  それから、１年以内ということが前提をしているようでございますが、同様の施設は既に設置され

た部分ございまして、非常に経営的にも厳しい状況におかれている事情があろうと思いますが、これ

は１年以内、以前の部分についての措置については、できないのかというのが２つ目です。それから

この施設の中に、当然農畜産物ですから、肥育施設それから繁殖の施設、加工施設それぞれそれに伴

う施設が適用されるんじゃないかと思いますが、この辺のところのご説明。 

  もう１つはですね、企業誘致の優遇措置の税制面の取り扱い等の関係につきまして、どうなって、

比較ちいいますか、その辺のとこにつきましてお聞きをしたいと思います。以上です。 

〇議 長（藤本勝美君） 帆足税務課長。 

〇税務課長（帆足一大君） 佐藤議員の質問にお答いたします。 

  一部改正による林業関係の対応、優遇措置はないかということでございますけどが、今提案してあ

る分は農畜産物に限るものであります。この分については、また今後検討したいと思います。 

それから、１年以内にということでございますが、新設にあっては、固定資産税の課税すべき最初

の年度から５年間の間減免、増設にあっては３年間の減免ということを謳っております。 

  それから、２番目の措置については、ちょっと聞き取れなかったんで、すいません。 

  ３番目の、企業誘致の比較については、隣の日田市が条例をあるのみで、県内については独自の課

税をしてるのが日田市で、日田市の内容も企業立地促進条例というものでありまして、内容について

は、１億円以上の設備投資を要件として、新設が５年間の減免、それと増設が３年間の減免でありま

す。固定資産税の減税については、１００分の５０を減ずるということでございます。 

  ２番目のちょっと質問が分からなかったので、よろしくお願いします。 

〇議 長（藤本勝美君） １番佐藤左俊君。 

〇１ 番（佐藤左俊君） まず林業関係の部分は、後でというお話のようでございますが、少なくとも

ですね、税制の問題を議論するちゅうか、こういうものを提案していただく場合は、その辺の部分が

ですね、個別ちゅうか、そこへんとこはもう少しですね、検討があって然るべきじゃないかというふ

うに一つは考えております。 

  それから、どういう質問か分かりにくかったというんですが、施設がですね、いろいろ農畜産物の

施設というのはたくさんあると思うんですよね。これすべて適用が可能かということをお聞きをいた

しました。 

  それから、この辺がですね、私が質問した内容でありまして、そして、ここ１年以内の企業の部分

ということで限定されているんで、以前ですね、こういう施設は設置されているわけですが、ここ辺
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のところの取り扱いについてですね、その優遇的な措置はどうなのかということをご質問いたしまし

たので、そこ辺のとこです、その点です。 

〇議 長（藤本勝美君） 帆足税務課長。 

〇税務課長（帆足一大君） 施設については、農畜産物の育成、生産施設、施設等の新設ということで、

これまでは減収補填の措置を対象とする法のみで対応してきました。で、この法律を制定したという

ことでございまして、土地施設償却資産に関係をしております。以上でございます。 

〇議 長（藤本勝美君） 太田副町長。 

〇副町長（太田尚人君） 今、佐藤町議の質問、若干補足をさせていただきます。 

  今回の租税特別措置の条例の改正でございますけども、今までのこの特別措置の条例改正というの

は、基本的に国の法律、いわゆる企業誘致立法に基づく減収補填措置のあるものを条例化して適用し

ていたというふうな状況であります。その中で、どうしても農畜産物の育成、生産というふうなもの

がその税の対象から漏れております。ですから、先ほど林業についてというふうなことでありました

けども、林業等というのは、林業をどうするかというふうな話なんですけども、林業を使った木材の

加工等については、そもそもそういった国の法律に基づく減収補填措置というふうなのがあるんで、

製材加工等で適用があれば、その中で適用されると。どうしても農畜産物の育成、生産というふうな

ところが、どこにも係るところがなかったというふうなことで、しかも玖珠町が農業中心の町と、農

業の活性化が町の活性化につながるというふうなことから、今回、どうしても既存の国のそういった

立法措置で拾いきれない。けれども、町にとっては地域振興につながるといった部分を、今回、まあ

単独措置というふうなことになるんですけども、この条例改正で対応をお願いしたいというふうなこ

とでお願いをしているものであります。 

  この措置は、先ほど通常の企業誘致との比較というふうなことでありますけども、通常の場合、大

体３年間というふうなことでその支援措置というふうな期間があるんですけども、今回は新規立地と、

新たに農業というふうなことで、生産性からいってもどうだろうかというふうなことも含めて、新規

については５年というふうな形で、若干通常の企業誘致よりも、そういった農業の生産性というふう

なことを考えた支援措置の延長というふうなことも勘案した条例というふうなことになっております。 

  あと、土地の取得から１年というふうなことでありますけども、土地だけ買ってずっと寝かせてお

くというふうな場合に、こういった条例の適用を直ちにするのはいかがなものかというふうな形で、

通常、土地を買ってから１年以内に造成したり、一定の調査に入ったり、事業化に向けた取り組みが

なされるというふうなことであれば、適用するように予定してまして、土地を買ったけども何年か先

にあれしましょうと、具体の事業計画等々が出てきてないような場合については、こうした条例の適

用というふうなことから外しているというふうな状況であります。 

  以上であります。 

〇議 長（藤本勝美君） １番。 

〇１ 番（佐藤左俊君） 質問が３回までということでございますが、ちょっと中身が聞き取れない部
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分がございましたので、まず林業関係で、先ほどいった加工施設とかそういう部分については、大き

な大型の関係があるんでなかなかないと思うんですが、玖珠の場合は、椎茸とかそういう施設を今か

ら先はですね、やっぱりそういう大型施設ちゅうものは考えれると私は思っています。そういう中、

これ農畜産物に関しては確かにそういう措置もいいんでしょうけども、林業関係もですね、これは当

然、これから玖珠の場合は、特に椎茸なんちゅうのは産業の一つでございますから、当然今から若い

人が帰って来ていろんな事業等をやる場合もあり得るわけですから、これは当然検討をしていただく

方が、またこれで云々ちゅうよりも、出すならですね、その辺のところが考えられんじゃないかなちゅ

う気がします。 

  それと、今、非常に農業関係厳しい状況、先ほど監査の方も申しましたけども、１００年に１度の経

済危機という中でかなり農業を取り巻いちょる状況は厳しいわけでございますが、ある意味では、こ

の取り組みちゅうのはいいことだというふうに思いますが、過去にですね、こういう施設なり設置し

てやっぱおる部分がございまして、かなり厳しい状況もあるんで、その辺のところまで考えられない

かということを、私がご質問を先ほどいたしたとこでございます。 

〇議 長（藤本勝美君） それでは暫時休憩をいたします。 

午前１１時２１分 休憩 

△ 

午後 １時００分 再開 

〇議 長（藤本勝美君） 再開します。 

〇議 長（藤本勝美君） 議案第７８号について、ほかに質問はありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第７８号の質疑を終わります。 

  次に、議案集４ページです。 

  議案第７９号、玖珠町小学校の設置に関する条例の一部改正について、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ９番松本義臣君。 

〇９ 番（松本義臣君） ７９号、「わかくさの広場」でありますが、これはですね、１０年今後学校とし

て再開する見込みがないということでありますが、まず１点目は、教育相談センターとしては、説明

のときありましたけれども、このまま使っていくのかが１点と、あともう１つは、監査委員の指摘も

ありましたように、有休地、町の有休地ですね、そういう、これは有休地じゃなりませんでしょうが、

そういった各学校で、こういった類似するような分校とか学校とかもしあって、今後どういうふうに

ですね、これがあわせて整理などする考えが今後あるかどうか、この２点お聞きしたいと思います。 

〇議 長（藤本勝美君） 穴本学校教育課長。 

〇学校教育課長（穴本芳雄君） 松本議員のご質問にお答えをいたします。 
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  まず最初に、教育相談センターとしての引き続きの使用はということでございますけども、教育相

談センター「わかくさの広場」として、これは今後も、条例にもございますとおり、このまま引続き

使用させていただきたいというふうに考えております。 

  それから２点目、有休地等ということでございますが、確かにほかにも休校しておるところがござ

いますが、まだここらあたりの方針はまだ未定でございます。ですからこれは今後のことで、またど

うなっていくかということになっていこうかと考えております。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかに質疑ございませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第７９号の質疑を終わります。 

  次に、議案第８０号、平成２１年度玖珠町一般会計補正予算（第３号）について、質疑を行います。 

  別冊の玖珠町一般会計補正予算書（第３号）です。 

２ページ、第１表歳入歳出予算補正、歳入１３款分担金及び負担金から、６ページ、歳出１４款予備

費まで質疑ありませんか。 

（な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、７ページ、第２表継続費補正から、８ページ、第３表地方債補正まで、

質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、１０ページ、１１ページ歳入歳出補正予算事項別明細書総括について、

質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、１２ページ、歳入１３款分担金及び負担金から、１６ページ、２２款町債最

後まで質疑ありませんか。 

  ８番宿利俊行君。 

〇８ 番（宿利俊行君） 歳入のね、２款の都市計画費の中でですね、国庫補助金で３００万円の地下壕

対策事業費国庫補助金というの、地下壕というのはどういうことなんですか。 

〇議 長（藤本勝美君） 梶原建設課長。 

〇建設課長兼公園整備室長（梶原政純君） 宿利議員の質問にお答えします。 

  先般、西日本新聞でしたか、防空壕の陥没ですかね、小畑の天満神社それの調査をして、今、復旧

をしていこうかということであります。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかにございませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、１７ページ、歳出１款議会費から、２２ページ、５款労働費まで質疑あ

りませんか。 
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  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、同じく２２ページ、６款農林水産業費から、２９ページ、９款消防費ま

で質疑ありませんか。 

  ９番松本義臣君。 

〇９ 番（松本義臣君） ２９ページのですね、９款１項消防費でございます。この備品購入費、１，０２９

万６，０００円の補正額で、備品購入費が８２７万４，０００円、施設用備品ということでございます、これ先

般総務省の報道で私もこれ知り得たんですが、総務省の消防庁の関係で、自治体防災無線の高性能の

改良とこういった報道のことでの改良でしょうか。 

〇議 長（藤本勝美君） 松山総務課長。 

〇総務課長（松山照夫君） 松本議員ご指摘のとおりでございまして、これはですね、全国瞬時警報シ

ステムということで「ジェイ・アラート」いうふうな呼び方をしておりますけども、これ、内閣官房

が、いわゆる武力攻撃なんかミサイルなんかの発射を感知をした場合、それから気象庁が大災害、地

震、津波等のそうしたものを感知した時に、瞬時に消防庁の方に情報を一旦寄せます。それから人工

衛星で各自治体の方に送り込みまして、１秒から５秒、長くて２３秒以内に、全国の防災無線で各自治

体の方に流れると、そういう緊急通報が流れるというシステムを、今度いわゆる経済対策で、交付金

という形で市町村に下ろしまして、我が玖珠町も１，０２９万６，０００円の交付金貰います。それでその

システム改良で、委託料で２０２万２，０００円、それから、そういうハード面の操作版なんかを入れなきゃ

いけませんので、それをサーバーですか、受信サーバー、失礼しました受信サーバーを入れるんで、

これが８２７万４，０００円という計上になっております。 

〇議 長（藤本勝美君） ９番松本義臣君。 

〇９ 番（松本義臣君） 分かりました。 

  それ関連してですね、これを関連じゃないんですけど、備品でありましたので、先般第２回の火消

し大会がございました。あのときに、何台かですね、水のポンプが揚がらなかった事例がありました。

それで、その即総務課の方でそれを補正をして対応したかなと思ったわけですが、そういった考えは

今後はございませんか。 

〇議 長（藤本勝美君） 松山総務課長。 

〇総務課長（松山照夫君） 消防に関する備品は、常備消防と非常備のいわゆる消防団の２つ抱えてお

りまして、いずれも多額の経費を抱えております。日田玖珠の広域圏の常備消防においては、約３０台

近い消防車から救急車からありますから、これも年次計画に書いてますし、また、消防団の方の団の

詰め所、消防車、そしてまたそういった備品的なホース、こういったものを計画的に毎年度当初予算

に組み入れてますから、今後引き続きそれも計画していきたいと思います。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかにございませんか。 

  ２番尾方嗣男君。 

〇２ 番（尾方嗣男君） ２８ページ、４項１目１３節委託料、測量設計委託といってます。どこの測量
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設計か。 

〇議 長（藤本勝美君） 河島地域力創造課長。 

〇地域力創造課長（河島広太郎君） お答えいたします。 

  森の街なみ環境整備に伴うものでございまして、森町の本町通り、それから寺町通り、それから支

線に属する道路、要するに街なみ環境整備の地区内での道路の測量設計の委託であります。以上です。 

〇議 長（藤本勝美君） ２番尾方嗣男君。 

〇２ 番（尾方嗣男君） この中には、１９節に街なみ環境整備民間等の補助金等あるんですけど、それ

とはまた別個にやって出すわけなんですか。 

〇議 長（藤本勝美君） 河島地域力創造課長。 

〇地域力創造課長（河島広太郎君） お答えします。 

  １９節の負担金及び補助の額を３５万６，０００円ほど減額いたしまして、委託料の方に回したというこ

とでございます。以上です。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかにありませんか。 

  １２番秦 時雄君。 

〇１２番（秦 時雄君） １２番秦です。 

  ２８ページの５項の住宅費ですね、住宅管理費ということで１，５６８万９，０００円の補正が上がってお

りますけども、町長の提案理由の中で、これは町営住宅の耐震化ということでお聞きいたしましたけ

ども、これはどこの町営住宅ですか。 

〇議 長（藤本勝美君） 梶原建設課長。 

〇建設課長兼公園整備室長（梶原政純君） この耐震改修の計画書を作成するわけなんですけど、これ

は町全体の、民間を含めた計画書を作るということでございます。その中には、具体的な内容として

は、建築物の耐震診断及び耐震改修の地震に関する目標ということを、想定される地震の規模、想定

される被害の状況、地震防災マップの作成とか、そういったものをするわけでございます。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかにありませんか。 

 （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、同じく２９ページ１０款教育費から３３ページ、１４款予備費最後まで質疑

ありませんか。 

  １３番日隈久美男君。 

〇１３番（日隈久美男君） １０款１項１５節について、工事請負費についてお伺いいたします。 

  説明では、学校太陽光発電とあります。４校に振り分けるとありますけど、１校にすると２，５００万

になります。これは、これまでどのように電力を使っていたか。そして、これにしたらどのくらいメ

リットがあるのか、そこの辺をお聞かせ願いたいと思います。 

〇議 長（藤本勝美君） 穴本学校教育課長。 

〇学校教育課長（穴本芳雄君） 日隈議員のご質問にお答えします。 
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  今、予定では、私ども小学校４校です。森中央小学校、塚脇小学校、北山田小学校、八幡小学校の

４校に設置というふうに考えておりますが、平成２０年の電気料が、４校で４５０万円ほどかかっており

ます。実際の天気にも左右されますが、今の予定では、これの３割から４割ぐらいが削減できるんで

はなかろうかなというふうに見込んでおります。以上でございます。 

〇議 長（藤本勝美君） １３番日隈久美男君。 

〇１３番（日隈久美男君） １億円ですよね。４校で４５０万ですか。今１億円の投入ですよね。これは

１億円投入してですね、エコの関係もございますけど、１億円といったらとてつもない遠い未来です

よね。これでメリットがあるのかどうか。メリットがあるからするんじゃなくして、エコの関係です

るんですか、どちらでやるんですか。 

〇議 長（藤本勝美君） 穴本学校教育課長。 

〇学校教育課長（穴本芳雄君） ただ今、エコの関係とおっしゃいました。国のスクールニューディー

ル構想というのがございまして、経済対策の一環でもありましたけども、その一部として、太陽光発

電等の導入を含んだエコ改修などを推進するということでの、学校施設のエコ化ということで、これ

を取り組んでみたいと考えておりまして、事業費的には、工事費約１億円でございますけども、その

うちに、安心・安全交付金等補助金がございます。そうしますと、すみません、公共投資臨時交付金

等もございまして、一般財源がおよそ差引２，０００万円ほどになります。また、およそ２００万円ほどが

交付税算入があるんではなかろうかということで、差引しますと１，８００万円。ですからおよそ１５０万

円程度としますと、１０年から１１年ぐらいでペイができるんではなかろうかという私ども試算をして

おります。以上でございます。 

〇議 長（藤本勝美君） １３番日隈久美男君。 

〇１３番（日隈久美男君） ３回目ですけど、これは、これからですね、中学校等にまた設置するお考

えかとかですね、ほかのところにする考えというのはあるんですか。もし統合を考えているなら、こ

れもまた無駄になってくるような気がしますけどね、今後はどのように中学校に対しては考えており

ますか。 

〇議 長（藤本勝美君） 穴本学校教育課長。 

〇学校教育課長（穴本芳雄君） 今、日隈議員、中学校はとおっしゃいました。私ども、１地区１校の

モデルとして今回考えておりましたので、各地区１校ずつということ。ですから、統合の話今おっしゃ

られましたが、過去にはそういう統合の話がずっと出ておりまして、ただ今凍結中でございますので、

ですが、過去にはそういうことがずっと考えられてきておりましたから、そこのところは踏まえてと

いうこともございまして、小学校４校ということにさせていただくようにしました。 

〇議 長（藤本勝美君） ８番宿利俊行君。 

〇８ 番（宿利俊行君） 関連です。 

  この施設はですね、先ほど課長が説明したように、時機を得た施設ではなかろうかなと思うんです

が、まず１点目ですね、玖珠町のね、日照時間はどのくらいあると想定をしておるのか。時間かある
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いは月か日にちかですね。それから、既に導入をするということですから、メーカーですね、機種は

どこなのか。そして九電、おそらくこれは九電に売電契約をするのかしないのかですね。それから、

まず、この機械の耐用年数はね、減価償却とどういうふうな絡みをもっておるか。その辺わかってお

ればお聞きしておきます。 

〇議 長（藤本勝美君） 穴本学校教育課長。 

〇学校教育課長（穴本芳雄君） お答えをいたします。 

  日照時間につきましては、それぞれ私ども何時間あるからという試算ではございませんで、ＮＥＤＯ

新エネルギー財団が福岡と熊本の太陽光のかかる試算をしておりましたから、この数値を基に、およ

そこのくらいであろうという予測を立てさせていただいたところでございます。 

  それから、メーカー、機種ということでございますが、これは今後の入札になってきますので、ま

だそういうものは、まだ今からでございます。 

  それから、売電契約ということですが、ここは私どもまだどちらがいいのか、今検討中でございま

して、日中、平日学校の開いてる時に、このままこの発電施設を学校の電気等に使用していくのが一

番いいのか、そして夜は使わない、夜というか、使わない時期は売るという方式と、日中であっても

全部売ると、そして日中は売って、別の九電から電気をいただいて使用料を払うと、これがどちらが

ほんとにいいのか、もうちょっと検討が必要ではないかと考えておるところでございます。 

  それから、耐用年数は確か１５年だったというふうに記憶をしております。以上でございます。 

〇議 長（藤本勝美君） ８番宿利俊行君。 

〇８ 番（宿利俊行君） まあね、今かなり民間ちゅうか、各個人の家でですね、３キロからあるいは

５キロ上げておるわけなんですけどね、残念ながら、玖珠町は非常に日照時間が短いんですね。そう

いった点を考えますと、先ほど日隈議員さんが質問されたように、１校当たり２，５００万、３，０００万ぐ

らいですかね、これだけ打ち込んだときにですね、メリット・デメリットを考えたときは非常に厳し

いものがあるかなと思うんですが、しかし、今流のいわゆる環境問題とかそういったことを考えたと

きはですね、ただメリットとかデメリットだけで勘定ができないもんがあろうかなというふうに思っ

ておりますので、その辺はですね、今後機種をしっかりしたのをやはり入れるべきではなかろうかな

と。その辺についてはですね、非常に今、まだですね、この太陽光発電は本格的に入ってないんです

ね。ですから、機種の選定を誤ると、今言いましたように、耐用年数が１５年というふうなこと言って

おりましたんですが、実際は１０年ぐらいしかないそうですね。したがって、減価償却からみたときは

ですね、２０年かかるそうです。ですから非常にリスクが高いということですから、その辺は十分承知

してですね、入れてほしいというふうに思っております。以上です。 

〇議 長（藤本勝美君） 要望でいいですか。 

〇８ 番（宿利俊行君） はい。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかにございませんか。 

  １２番秦 時雄君。 
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〇１２番（秦 時雄君） ３２ページの６項の保健体育費のホッケー場費であります。今回の補正で、全

体に６６８万ということが計上されておりますけども、全体がですね、補正が１０万であります。合計が

６６８万ということになっております。それで、昨年の決算を見ましたら、支出済額が４７０万７，８３２円

ということになっております。当初、私たちホッケー場の建設に関しましては、どのくらいの維持管

理費を想定していたか、ちょっとはっきりした金額はちょっと分かりませんけども、かなり低い査定

をされていたと思うんですけども、今回こういうふうな金額になっておりますけども、昨年は国体が

あった関係でいろいろ経費が要ったんだろうかというね、そう思ったわけでございますけども、今回

このように６６８万ということですね、予算が計上されておりますけども、これはもう経常的な、恒常

的な経費ということで見てよろしいんですか。要するに浄化槽とかいろんな関係のですね、そこ辺を

ちょっと説明していただきたいと思います。 

〇議 長（藤本勝美君） 大蔵社会教育課長。 

〇社会教育課長兼中央公民館長（大蔵順一君） ６０６万８，０００円につきましては、１０万今回補正をし

た分でございまして、５９６万８，０００円の分は、当初の分でご説明申し上げたと思います。今回、修繕

の１０万は、高校の分の九州地区の大会とかがございまして、散水栓を撒いたりする微々たる修繕がい

ろいろと結構かかりまして、その分がここに上がっております。それでトータルで６０６万８，０００円

ということでございます。本年度の分は、５９６万８，０００円につきましては、当初、たぶん説明を申し

上げたと思いますが、昨年国体がございまして、それからの分で、維持の分でこれくらいかかるとい

うことで上げておる部分でございますので、まだ今回の分で２１年度済まないと、実質どのくらいかと

いうのは出てこない部分があろうかと思います。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかにありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） それでは、全般を通して質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第８０号の質疑を終わります。 

  次に、議案第８１号、平成２１年度玖珠町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、

別冊です。歳入、歳出一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第８１号の質疑を終わります。 

  次に、議案第８２号、平成２１年度玖珠町簡易水道特別会計補正予算（第１号）について、別冊です。

歳入、歳出一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 
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  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第８２号の質疑を終わります。 

  次に、議案第８３号、平成２１年度玖珠町老人保健特別会計補正予算（第１号）について、別冊です。

歳入、歳出一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第８３号の質疑を終わります。 

  次に、議案第８４号、平成２１年度玖珠町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、別冊

です。歳入、歳出一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第８４号の質疑を終わります。 

  次に、議案第８５号、平成２１年度玖珠町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について、

別冊です。歳入、歳出一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  議案第８５号の質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  議案第８６号から議案第９３号までの８議案は、平成２０年度一般会計並びに各特別会計、水道事業会

計の決算の認定についてであります。 

  決算審査につきましては、決算特別委員会を設置し、付託の上審査をしますので、本日は大別して

質疑を受けたいと思いますが、異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

  最初に、議案第８６号、平成２０年度玖珠町一般会計歳入歳出決算の認定について、別冊です。 

  １ページ、平成２０年度玖珠町一般会計歳入歳出決算書から、５１ページ、２２款町債、歳入最後まで

一括して質疑ありませんか。 

  ８番宿利俊行君。 

〇８ 番（宿利俊行君） 歳入でございますんで、特に町税のですね、固定資産税の不納欠損額は１億

４，１００万というような大変大きな数字で不納欠損処理をしておるようにありますが、これはですね、
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本当に大変な数字だと私は受け止めております。これまでは、１，０００万単位でも大変じゃないかなと

いうふうに言ってきたんですけど、ここにきて１億４，１００万というようなですね、こういった額を不

納欠損をした経過についてお聞きしたいと思います。 

〇議 長（藤本勝美君） 帆足税務課長。 

〇税務課長（帆足一大君） 宿利議員にお答えをいたします。 

  これは、玖珠町の一法人の業者が玖珠町に来まして滞納繰越をずっとしていたわけでございます。

その分で、今現在、会社も玖珠にはなく、事業所の資産もないというような状況であります。それで、

今年度不納欠損として処分を上げたわけでございます。経過については、平成６年の１０月に不動産の

差押え等を行いまして、現在までずっときておるわけでございます。それで、他の福岡等とかいろい

ろその辺の県税事務所とかそういうところからも、今後どうした方がいいかという問い合わせもあり

まして、現在は不動産の分の解除の手続きを行いまして、それにはいくらか条件といいますか、向こ

うの申し出がありましたんで、いかほどでも町税として収入があった方がいいかなというような判断

で、そういうこと、不納欠損の処分をいたしました。以上でございます。 

〇議 長（藤本勝美君） ８番宿利俊行君。 

〇８ 番（宿利俊行君） いずれにしてもですね、過去から今日に至ってきておって、今回こういうふ

うな数字で一気に不納欠損処分にしたんでしょうが、これから更にまだ、来年も再来年もこういうふ

うな数字が出てくるのか、これが最後なのか、ちょっと。 

〇議 長（藤本勝美君） 帆足税務課長。 

〇税務課長（帆足一大君） 大口の個人については、この分が残っていたものでございます。あとにつ

いては、価格のある分もあるんですけどが、その辺は、最初の年度のもう条件が、税法上の条件が出

ますので、それに該当するものは執行停止をして不納欠損処分にしたいと思っております。以上です。 

〇議 長（藤本勝美君） ８番宿利俊行君。 

〇８ 番（宿利俊行君） いずれにしてもですね、こういったことは名誉なことでは私はないと思って

おりますね。ですからこういうふうにならないためにもですね、平素から徴収業務には、私はやっぱ

町を挙げてやっぱりやるべきではなかろうかなと。特に行革あたりの中では、悪質といいますか、そ

ういった常習滞納者にはですね、差押え等をして徴収をするというようなことも言っておりますが、

どうもなかなかその辺がですね、おっしゃってはいるんですけど、なかなか実行ができてないんじゃ

なかろうかなということですから、今後ですね、少なくとも１億数千万というような不納欠損を出す

ことは、私は非常に町としては不名誉なことと思っております。是非、この問題は真剣に受け止めま

してですね、今後こういうようなことがないように十分気をつけてやっていただきたいというふうに

思っております。以上です。 

〇議 長（藤本勝美君） 要望でいいですか。 

〇８ 番（宿利俊行君） いいです。 

〇議 長（藤本勝美君） ほかにありませんか。 
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  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、５２ページ、歳出１款議会費から、１１０ページ、６款農林水産業費最後

まで、質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、同じく１１０ページ、７款商工費から、１６３ページ、歳出１４款予備費、

最後まで、質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、１６４ページ、実質収入に関する調書から、１８６ページ、基金貸付状況

まで、質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、議案第８７号、平成２０年度玖珠町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

の決算の承認について、別冊の１ページから３４ページです。歳入、歳出一括して質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、議案第８８号、３５ページから４７ページ、平成２０年度玖珠町簡易水道特

別会計歳入歳出決算の認定について、歳入、歳出一括して質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、議案第８９号、４９ページから５５ページ、平成２０年度玖珠町住宅新築資

金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、歳入、歳出一括して質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、議案第９０号、５７ページから６８ページ、平成２０年度玖珠町老人保健特

別会計歳入歳出決算の認定について、歳入、歳出一括して質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、議案第９１号、６９ページから１１９ページ、平成２０年度玖珠町介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、歳入、歳出一括して質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 次に、議案第９２号、１２１ページから１３１ページ、平成２０年度玖珠町後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、歳入、歳出一括して質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 
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〇議 長（藤本勝美君） 次に、議案第９３号、平成２０年度玖珠町水道事業会計決算の認定について、

別冊です。１ページ、平成２０年度玖珠町水道事業決算報告書から、２８ページ、企業債明細表まで一

括して質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案集１３ページです。報告第２号、平成２０年度玖珠町一般会計継続費の精算報告について、

質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案集１４ページです。報告第３号、平成２０年度地方公共団体の財政の健全化に関する法律

に基づく健全化判断比率の算定について、質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案集１５ページです。報告第４号、平成２０年度地方公共団体の財政の健全化に関する法律

に基づく資金不足比率の算定について、質疑を受けます。 

  質疑ありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  以上で議案質疑を終了いたします。 

 

    日程第３ 決算特別委員会の設置について 

 

〇議 長（藤本勝美君） 日程第３、決算特別委員会の設置について議題といたします。 

  お諮りします。 

議会運営委員長から報告がありましたように、平成２０年度一般会計並びに各特別会計、水道事業会

計の決算を審査するため、８名で構成する決算特別委員会を設置したいと思いますが、異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

  よって、８名で構成する決算特別委員会を設置することに決定しました。 

  ここで委員会構成を協議するため暫時休憩します。議員の皆様は議員控室にお集まりください。 
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  執行部の方々はこのまま暫くお待ちください。 

午後１時３４分休憩 

△ 

午後１時４１分再開 

〇議 長（藤本勝美君） 再開いたします。 

  これより特別委員会委員の選任を行います。 

  特別委員の選任につきましては、玖珠町議会委員会条例第６条第１項の規定により、議長において

指名することになっております。 

  決算特別委員会委員に 

     １ 番 佐 藤 左 俊 君 

     ２ 番 尾 方 嗣 男 君 

     ６ 番 河 野 博 文 君 

     ９ 番 松 本 義 臣 君 

     １１番 江 藤 徳 美 君 

     １２番 秦   時 雄 君 

     １４番 後 藤   勲 君 

     １６番 藤 本 勝 美  

 の８名を指名したいと思いますが、異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました８名を決算特別委員会委員に選任することに決しました。 

  ただ今、設置されました決算特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第７条第２項の規定

により、委員会において互選することになっております。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

午後１時５１分休憩 

△ 

午後１時５１分再開 

〇議 長（藤本勝美君） 再開します。 

  ただ今、設置されました決算特別委員会の委員長に、１２番秦 時雄君、副委員長に２番尾方嗣男君

が互選されました。 

 

    日程第４ 上程議案の委員会付託（議案第７７号から議案第９３号） 

 

〇議 長（藤本勝美君） 日程第４、これより上程議案の委員会付託を行います。 
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お諮りします。 

議案第７７号から議案第９３号まで１７議案は、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付してあり

ます付託表のとおり、それぞれの担当委員会に審査の付託を行いたいと思いますが、異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第７７号から議案第９３号の１７議案は、付託表のとおりそれぞれの担当委員会に審査の

付託をすることに決しました。 

 

    日程第５ 追加議案の上程（議案第９４号） 

 

〇議 長（藤本勝美君） 日程第５、追加議案の上程を行います。 

議会運営委員長の報告のように、議案第９４号については、委員会付託を省略し、本日の日程の中で

上程及び議案質疑、討論、採決を行いたいと思いますが、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

よって、本定例会に追加されました議案第９４号は、上程することに決しました。 

事務局より事務局長に議案の朗読をさせます。 

小川議会事務局長。 

〇議会事務局長（小川敬文君） 追加議案の朗読をいたします。 

  議案第９４号 平成２１年度玖珠町総合運動公園建設事業造成工事請負契約の締結について 

  以上であります。 

 

    日程第６ 町長の提案理由の説明 

 

〇議 長（藤本勝美君） 日程第６、町長に提案理由及び議案の説明を求めます。 

  後藤町長。 

〇町 長（後藤威彦君） お疲れ様です。今話のあったように、本日議会質疑の日でございますが、追

加議案上程のため、日程変更をご配慮いただきまして誠にありがとうございます。お礼申し上げます。 

  それでは追加議案について、提案理由を申し上げます。お手元に配付しております追加議案集の１

ページをお開きください。 

  議案第９４号は、平成２１年度玖珠町総合運動公園建設事業造成工事の請負契約の締結でございます。 

本案は、工事の性質上、経歴信用を有する業者に請け負わせる必要がございますので、要件設定型

一般競争入札に付し、予定価格に達しましたので、最低価格入札者である新成・久栄建設工事共同企
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業体代表構成員 玖珠郡九重町大字松木１４７番地の１ 新成建設株式会社 玖珠支社 支社長 松尾

修二と請負金２億４，３６０万円をもって契約を締結したいので、玖珠町議会の議決に付すべき契約及び

特に重要な施設の廃止に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  なお、本事業の概要は、添付してございますのでご覧いただきたいと思います。 

  以上です。 

 

    日程第７ 質疑・討論・採決（議案第９４号） 

 

〇議 長（藤本勝美君） 日程第７、追加議案の質疑、討論、採決を行います。 

  追加議案集１ページです。 

  議案第９４号、平成２１年度玖珠町総合運動公園建設事業造成工事請負契約の締結について、質疑あ

りませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  議案第９４号に対する反対意見の発言はありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 賛成意見の発言はありませんか。 

  （な し） 

〇議 長（藤本勝美君） 以上で討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  議案第９４号は、平成２１年度玖珠町総合運動公園建設事業造成工事請負契約の締結についてであり

ます。 

  反対意見の発言もありませんでしたので、これを採決したいと思います。異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

  議案第９４号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

  （起立全員） 

〇議 長（藤本勝美君） 起立全員です。 

  着席ください。 

  よって、議案第９４号は、原案のとおり可決することに決しました。 

〇議 長（藤本勝美君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

  なお、明日４日から１４日までの１１日間は、各常任委員会、決算特別委員会、県民体育大会の参加及

び議案考察のため休会といたします。１５日は一般質問を行いたいと思います。これに異議ありません
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か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議 長（藤本勝美君） 異議なしと認めます。 

  よって、明日４日から１４日までの１１日間は、各常任委員会、決算特別委員会、県民体育大会の参

加及び議案考察のため休会とし、１５日は一般質問の日とすることに決しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

午後２時００分 散会 
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